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都市再生推進法人の募集開始について 
 

令和５年３月２２日 
 

県内初！都心部のまちづくりを共に進める 
「都市再生推進法人」を募集します！ 
～官民連携まちづくりの推進に向けて～ 

 
 
 
 
 
 
１ 都市再生推進法人の概要 

   都市再生特別措置法に基づき，都市再生の取組を重点的に実施すべき区
域（「立地適正化計画」における「都市拠点エリア」）における，まちづくり
の中核を担う法人として，まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し，
運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に，市町村が公的な位
置づけを与え，その積極的な活用を図る制度です。 

 
 ２ 主な業務 
  ・ まちなかのにぎわいや交流創出のための施設整備や管理運営 
     公共施設，駐車場，駐輪場の管理・運営 
     各種協定に基づく施設の整備及び管理 
  ・ 地域の魅力・活力を高める情報発信やイベントの実施      など 
 
 ３ 制度導入によるまちづくりのメリット 
   まちづくり活動の実績がある団体を「都市再生推進法人」として公的な役

割を付与し，都市再生整備計画の提案や各種協定の参画が可能となり，まち
づくりのコーディネーターや推進主体として，民間の意向や自由な発想を
より反映した官民連携のまちづくりが促進されます。 

   具体的には，公共空間や民間空地の活用，公共施設の管理・運営など，ま
ちなかの課題解決や更なる魅力向上に向けた取組の実施やその支援などが
期待されます。 

 
 ４ 今後のスケジュール 
   令和５年３月２２日～５月３１日 募集期間（２か月程度） 
       ６月 １日～      申請団体の審査 
       ７月下旬        都市再生推進法人の指定 
         以降        随時募集 
 
 

「都心部まちづくりビジョン」の実現に向け，今後，民間を含む多様な主体の参

画がより重要となることから，民間主体による官民連携のまちづくりが促進される

取組として，令和５年３月２２日（水）から県内初となる都市再生推進法人の募集

を開始します。 
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５ 「都市再生推進法人」の指定をうけられる団体 

  ・ 一般社団法人（公益含む） 
・ 一般財団法人（公益含む） 
・ ＮＰＯ法人 
・ 株式会社などのまちづくり会社 等 

 
 ６ 指定の流れ 
    

 
 
 
申請を受理した後，業務を適正かつ確実に行うことができるかどうか，下

記の基準等に基づき審査を行います。 
   【指定基準の例】 
    ・ まちづくりの推進が活動目的 
    ・ まちづくりの活動実績 
    ・ 市内に事務所を有し，都市拠点エリア内で活動 
    ・ 関係行政機関や活動地域内の他の民間組織等と十分な連携 など 
 
   ※ 指定に向けた手続きの詳細や申請書等の様式は，市ホームページを

ご覧ください。 
 
【参 考】 他自治体における都市再生推進法人の活動イメージ 

株式会社 ワカヤマヤモリ舎 
Guesthouse RICOホームページより引用 

（和歌山県和歌山市） 
・ 既存ストックのリノベーションによ

るコワーキングスペースの創出・運営 

一般社団法人新虎通りエリアマネジメント 
ホームページより引用 

（東京都港区） 
・ エリアで統一感のあるオープンカフェ

の設置 
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